
 

■ 制度について 

　　創業を目的にまちなかにある空き店舗等を改修する方を対象に、 

その費用の一部を助成することで、魅力ある店舗を増やし、まち 

なかのイメージアップや賑わいづくりにつなげていくための助成 

制度です。 

 

■ 助成対象者 

　　対象エリア内（竹原駅から町並み保存地区を結ぶルート沿い並びに忠海駅前）に位

置する空き店舗等を活用し、まちなかの賑わいに大きく寄与する小売業、飲食業、宿

泊業、サービス業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・

文字情報制作業、学術・開発研究機関、広告業、デザイン業、コールセンター業を行

おうとする中小企業者、商店街団体又は創業者。 

　※映像・音声・文字情報制作業、広告業及びデザイン業については、専ら情報通信の

技術を利用する方法により行う事業に限ります。 

 

■ 助成の対象となる経費 

    内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事及び不要物の撤去に要す

る経費等 

 

■ 助成金額 

 

■ 申請期間 

　 令和８年４月１０日（金）から令和８年１０月３０日（金）まで 

　　※原則、申込先着順に審査を行います。また予算に達し次第、募集終了となります。 

 
助成金額の上限 １，０００，０００円

 
助 成 率 １／２
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令和８年度竹原市まちなか賑わい 

創業支援助成制度

募 集 概 要

竹　原　市 

企画部産業振興課 

電話：0846-22-7745 

e-mail：sangyo@city.takehara.lg.jp



１　助成対象物件 

　　別表１及び別表２に定める対象エリア内に位置する空き店舗等（大型商業施設内のテナント

型店舗及び合計面積がおおむね５００平方メートルを超える店舗を除く。町並み保存地区及び

その周辺（以下「町並み保存地区エリア」という。）並びに忠海駅前の近隣商業地域及びその周

辺（以下「忠海エリア」という。）は空き家も対象となり、空き家バンク登録物件であれば、居

住後も２年間対象。 
 

２　主な条件 

①　納期の到来している市税に滞納がないこと。 
　②　改修工事を事業年度の３月１５日までに終了し、終了後の翌月から３ヶ月以内に営業を行うこと。 
　③　継続して５年以上営業すること。 
④　営業時間が午後４時以降のみ又は営業日数が週４日に満たない場合は、助成の対象外とする。 

　⑤　町並み保存地区エリア及び忠海エリアの空き家を用いた改修の場合は、住居スペース部分は

助成の対象外とする。 
　⑥　対象エリア内での移転でないこと。 
　　（※ただし、災害等やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りではありません。） 
　⑦　交付決定前に工事等に着手していないこと。 
　⑧　過去５年度間に本助成金の交付を受けていないこと（商店街団体を除く）。 
　⑨　改修工事の発注は、市内に住所又は事務所を有する事業者を優先すること。 
 

３　助成の対象となる経費 

　　　内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事及び不要物の撤去に要する経費等 

 

４　応募方法 

　　　申請に必要な書類をそろえ、次の募集期間中に直接提出してください（郵送は不可）。 

その際に、申請書の内容についてお聞きすることがありますので、申請内容を説明できる方

がお越しください。 

 

申請期間

令和８年４月１０日（金）～令和８年１０月３０日（金） 

８時３０分～１７時１５分（土・日曜日、祝日は除きます。） 

※原則、申込先着順に審査を行います。また予算に達し次第、募集終了となります。

 
提出場所

竹原市役所本庁４階　産業振興課窓口 

※ 郵送・ＦＡＸ・メールでの提出はできません。窓口までお越しください。

 

提出書類

① まちなか賑わい創業支援事業助成金交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第２号） 

③ 事業収支予算書（様式第３号） 

④ 開業計画書（様式第４号） 

⑤ 誓約書（様式第５号） 

⑥ 同意書（様式第６号） 

⑦ 上記のほか要綱に定める必要書類 

※ 提出書類は返却できません。



《提出書類の記入上の注意について》 

①　手書きで作成する場合は、黒色のボールペン等を使用し、楷書で明瞭に記入してくださ

い。 

②　パソコンで作成する場合は、文字の網掛け等、コピーをした際に見えにくくなるおそれの

ある手法は用いないでください。 

③　提出書類の①から⑥の様式は、市ホームページからダウンロードすることができます。 

 

５　選定方法 

①　下記「６ 審査項目」に基づき、事業計画書、事業収支予算書及び開業計画書の内容を総合

的に判断し、採点します。 

②　助成金は得点の高い方から予算の範囲内で決定します。 

③　最低基準点は合計を５０点として、基準点に満たないものは選定しません。 

④　同点の場合は、「開業計画」の得点数が高い方から選定します。 

⑤　選定事業者が事情により取消又は辞退した場合、次点を繰り上げます。 

 

６　審査項目 

 

７　審査結果の通知 

　　審査の結果、助成対象者に選定された方には、助成金交付決定通知書を送付します。また、

助成対象者に選定されなかった方には、助成金不交付決定通知書を送付します。 

 

８　助成手続き等 

⑴ 助成事業の内容変更等 

助成対象者は、助成事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、 

まちなか賑わい創業支援事業変更等承認申請書（様式第９号）を市に提出し、市長の承認を

得てください。市は、変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更等を承

認するときは、まちなか賑わい創業支援事業変更等承認通知書を送付します。 

 

 審査項目 審査内容 配点

 

事業計画

対象物件について １１点

４５点  運営状況について ２１点

 経営者の状況について １３点

 

開業計画

経営者の資質等について １７点

５５点  経営計画について ３２点

 経営努力について ６点

 合　計 １００点



 

⑵　事業実績報告・助成金額の確定 

　　　助成対象者は、助成対象事業が完了したときは、速やかにまちなか賑わい創業支援事業実

績報告書（様式第１１号）、事業報告書（様式第１２号）及び収支決算書（様式第１３号）を

提出してください。市は、提出された申請書に基づき助成金の額を決定し、まちなか賑わい

創業支援事業助成金確定通知を送付します。 

 

⑶　交付請求 

　　　まちなか賑わい創業支援事業助成金確定通知を受けた助成対象者は、まちなか賑わい創業

支援事業助成金交付請求書（様式第１５号）を提出してください。 

 

⑷　交付決定の取消 

　　　助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことがあります。 

● 法令、規則、要綱又は助成金交付決定通知に付した条件に違反したとき 

● 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき 

● 助成金を他の用途に使用したとき 

● その他助成金を交付することが不適当であると市長が認めたとき 

 

⑸　助成金の返還 

　　　交付決定を取り消した場合又は開業日から５年未満に廃業された場合は、助成対象者に対

し、期限を定めて助成金の返還を求めることがあります。ただし、次の各号のいずれかに該

当するときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができます。その際、助成金の

返還の免除を受けようとする方は、返還免除申請書を提出してください。 

● 災害により事業を継続できない場合 

● 疾病により事業を継続できない場合 

● その他助成対象者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合 

 

９　助成対象事業の広報協力について 

　　助成対象事業の取組内容や実績等を用いた広報活動を行い、魅力ある店舗の増加やまち

なかの賑わいづくりにつなげ、広く活用される助成金制度とするため、助成金交付団体

は、市が行う広報活動に積極的に協力してください。 

　　なお、助成対象内容は必要に応じて市が行う広報活動において公表等させていただきま

すので、予めご了承ください。 

　　 

 



別表１ 

 
 



別表２ 


